
豊見城市いじめ防止基本方針

豊見城市の教育理倉
とよ

「ゆめ」「書なぴ」「ひと」を大事にする響と`書うの教育

とよ

響むとは

鳴り響くの意味であり、転じて名高いという意味の古語。「響む」には、

歴史に恵まれた豊見功のアイデンテイテイと地方主権時代のまちを切り

拓く気概、そして、郷主への愛者が込められている。

豊見城市教育委員会

平成28年 3月 策定

(令和8年 3月 最終改定 )



はじめに

いじめは、いじめを受けた児童生徒の人権を著しく侵害し、その心身の健

全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身

体に重大な危瞼を生じさせる恐れがあります。いじめは決して許される行為

ではありません。

豊見城市では「ひと。そら。みどりがつなぐ響 (と よ)むまちとみぐすく」

を未来像とする第 4次総合計画の下『人が健やかに助け合い、そらが広がる

みどり豊かなまちを共に築き、ひととまちが響きあう中で、「豊見城が好き」

と実感できるとみぐすく』を目指して取り組んできました。

本市教育委員会においても『「ゆめ」「まなび」「ひと」を大事にする響 (と

よむ)ま ちの教育』という教育理念のもと各種教育活動に取り組んでいると

ころです。

各学校においては学校いじめ防止基本方針を策定し、「いじめは決して許さ

れない行為である」ととらえ、「どの子どもにも、どの学校でも起こり得るも

のである」ことを全教職員が十分認識し、いじめの未然防止、早期対応、早

期解決に努めております。

しかしながら、本市の現状を見ると、相手の気持ちや立場を思いやること

ができない子ども達や自分をかけがえのない存在であるととらえる気持ち (自

尊感情 )、 自分のよさや個性を認める感情 (自 己肯定感)、 人から認められて

いる、役に立っている等の気持 (自 己有用感)を持てない子ども達がおり、

いじめにつながる事象が生起しています。

いじめの防止等の対策はすべての子どもが安心して学校生活を送り、様々

な活動に取り組むことができるよう、学校・家庭
。地域、その他関係者との

連携のもと、地域をあげて取り組まなければなりません。

本方針は、平成 25年施行の「いじめ防止対策推進法」の規定及び豊見城

市いじめ問題専門員会の提言 (平成 30年 3月 )、 び } (ア) て/)プブ金十

を踏まえ、いじめの防止や早期発見、早期対応を総合的かつ効果的に推進す

ることを目的として、国及び県の基本方針を踏まえ、策定するものです。

令和 8年 3月
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第 1章 いじめの防止等のための対策の基本的な考え方

1 豊見城市いじめ防止基本方針の理念
いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健

全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危

険を生じさせるおそれのあるものである。

いじめは、どの児童生徒にも、どの学校にも起こりうる。とりわけ、嫌がらせやいじわ

るなどの「暴力を伴わないいじめ」は、多くの児童生徒が入れ替わりながら被害も加害も

経験する。また、「暴力を伴わないいじめ」であっても、何度も繰 り返されたり多くの者

から集中的に行われたりすることで、「暴力を伴 ういじめ」とともに、生命又は身体に重

大な危険を生じさせうる。

いじめは、被害、加害の二者関係だけでなく、「観衆」としてはやし立てたり面白がつ

たりする存在や、周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在、更に学級や部活動等

の所属集団の構造上の問題 (例えば無秩序性や閉鎖性)に も注意を払い、集団全体にいじ

めを許容しない雰囲気が形成されることが必要である。

豊見城市いじめ防止基本方針は、上記のことを踏まえ、全ての児童生徒が安心して学校

生活を送 り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行

われなくなるようにすることを旨とする。

また、全ての児童生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよ

う、いじめの防止等の姑策は、いじめがいじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼ

す許されない行為であることについて、児童生徒が十分に理解できるようにすることを強

く念頭に置いて行 う。

加えて、いじめの防止等の対策は、いじめを受けた児童生徒の生命・心身を保護するこ

とが特に重要であることを認識しつつ、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、

いじめの問題を克服することを目指して行 う。

2 いじめの定義
いじめの定義については、いじめ防止対策推進法 2条において次のように定められてい

るいる。

この法律において「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童等が在籍する学校

に在籍 している当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行 う心理的又は物理

的な影響を与える行為 (イ ンターネットを通じて行われるものを含む。)であつて、

当該行為の対象となつた児童等が,い身の苦痛を感じているものをいう。

3 いじめの理解と判断
上記 2のいじめの定義を踏まえた上で、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断

は、表面的・形式的にすることなく、いじめを受けたとする児童生徒の立場に立つことが

がい じめを否定す る場合であって t,、必要である。 この除、被害者本 表情や様 子をきめ
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ノトLの瀞F訪 I11傷や、企辞,をたかられた り隠された りする行為、嫌なことを無夏i!や りさせ

たりする行為も含まれる,

「一定の人間関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児童生徒や、

塾やスポーツクラブ等当該児童生徒が関わつている仲間や集団 (グループ)な ど、当該児

童生徒と何らかの人的関係を指す。

また、「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、

嫌なことを無理やりさせられたりすることなどを意味する。外見的には、遊びやふざけあ

い、または、けんかのように見えることでも、いじめを受けたとする児童生徒の感じる被

害性に着目した見極めが必要である。

なお、いじめの判断及び認知は、特定の教職員のみによることなく、いじめ防止対策推

進法第 22条の 「学校におけるいじめ防止のための組織」を活用して行 う。
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第 2章 いじめの防止等のために豊見城市が実施する施策

豊見城市は、豊見城市いじめ防止基本方針の理れに基づき、いじめの防止等のための対

策を総合的に策定し推進するとともに、これらに必要な行政上の措置その他の必要な措置

を講じる。

豊見城市いじめ問題対策連絡協議会の設置

本市はいじめ防止対策推進法第 14条により、法の趣旨を踏まえ、「豊見城市いじめ

問題対策連絡協議会 (以下 「連絡協議会」という。)」 を設置する。その構成員は、学

校、教育委員会、児童相談所、地方法務局、警察署その他の関係者により構成される。

豊見城市いじめ問題専門委員会の設置

豊見城市教育委員会 (以下「教育委員会」という。)は、連絡協議会との円滑な連携

の下に学校におけるいじめ防止等のための対策を実効的に行うために教育委員会の付属

機関として 「豊見城市いじめ問題専門委員会 (以下 「専門委員会」という)。 Jを設置

する。

弁護士、精神科 |クこ、学識経験をなど、専門的な知識及び経験を有この専門委員会は、

…2-



する第二者等の参加をri極的に図り、公平性・中立性を確保する。

教育委員会は、いじめ防止対策推進法第 28条に規定する重大事態にかかる調査を行

う場合、このプロジェクトチームで調査を行 う組織とする。

3 教育委員会の取り組み
(1)い じめの防止・早期発見に関すること

① 児童生徒及びその保護者並びに当該学校の教職員に対していじめを防止することの

重要性に関する理解を深めるための啓発活動を推進する。

② 児童生徒の豊かな情操や道徳心を培い、心の通 う人間関係を構築する能力の素地を

養 うための取り組みの充実を図る。

③ いじめの防止・早期発見のため、児童生徒に対する定期的なアンケー ト調査を実施
し、必要な措置を講じる。
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④ 文部科学省作成 「いじめ防止等のための基本的な方針」を踏まえて、沖縄県教育委

員会作成の 「いじめ対応マニュアルJや 「人権ガイ ドブック」、「学校教育における

指導の努力点」、「ネット被害防止ガイ ドライン」等を活用し、いじめの防止等の取

り組みの充実を図る。

⑤ 教職員の資質能力の向上に資する研修を実施 し、いじめの防止・早期発見を図る。
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⑥

⑦

③

⑨

相談員等を学校に配置し児童生徒及びその保護者並びに当該学校の教職員がいじめ

に係る相談を行 うことができる体制を整備する。

各種支援員を学校に配置し、児童生徒へのきめ細かな対応を行うことにより、いじ

めの防止 。早期発見を図る。

各種連絡会を実施 し関係者が連携することにより、いじめの防止
。早期発見を図る。

家庭児童相談室や学校教育課、市適応指導教室による教育相談窓口を広く周知する。
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① 警察等と連携し非行防止教室の実施や、情報モラル教育を推進する。
(2)い じめに対する措置

教育委員会は、いじめ防止対策推進法第 23条第 2項の規定による学校からの報告を

受けたときは、スクールカウンセラーやスクールツーシャルワーカーの派遣等、当該学

校に対する必要な支援、措置を講じる。状況によつては、当該報告に係る事案について

自ら必要な調査を行 う。

また、被害児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全の確保、いじめの再発防

止に向けて適切かつ継続的に指導及び支援するための必要な措置、いじめに係る児童生

徒のケアなどについて指導・助言する。

いじめの状況によつては、学校での適切な指導
。支援や被害者の意向の配慮の下、早

期に警察に相談 。通報することが必要であることを学校に指導・助言する。

(3)学校評価に関すること

教育委員会は、学校の評価を行う場合において、いじめの防止等の対策については、学

校がいじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよう、いじめの未然防

止、早期発見、再発防止のための取り組みについて学校に必要な指導や助言を行 うととも

に、適切な評価が行われるようにする。

第 3章 いじめの防止等のために学校が実施すべき施策

学校は、いじめの防止等のため、「学校いじめ防止基本方針」に基づき、いじめの防止

等の対策のための組織を中核として、校長の強力なリーダーシップの下、一致協力体制を

確立し、教育委員会と適切に連携を図りながら、学校の実情に応じた対策を推進する。

学校いじめ防止基本方針の策定

各学校は、国、県の基本方針、「豊見城市いじめ防止基本方針」を参酌 し、学校とし

てどのようにいじめ防止等の取り組みを行 うかについての基本的な方向や、取り組みの

内容を「学校いじめ防止基本方針」として定める。

「学校いじめ防止基本方針」の策定に当たつては、単なる目標やスローガンの提示に

とどまらず、いじめの未然防止のための取り組み、いじめの早期発見のための取り組み、

いじめに対する措置 (発見した時のいじめに対する早期対応、親身な対応等)等に留意

して作成する。

「学校いじめ防止基本方針」は当該校の実情に即して適切に機能しているかどうかを

校内で点検し、必要に応 じて見直すことが重要である。また‐連の取り組みが実効性を

持つように具体的な計画や体制について決めておくものとする。

学校におけるいじめ防止等の対策のための組織

学校は、いじめの防止等に関する措置を実行的に行 うため、組織的な対応の中核とな

る「組織 (常設 )」 を置くものとする。 (組織名称は「校内いじめ防止委員会」とする)

日頃から児童生徒指導上の問題や課題等に対応するための既存の組織 (生徒指導委員会

1

2
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・教育相談委員会等)も合わせて効果的に活用し、必要に応 じて外部の心理や福祉等の

専門家の参加を求めることも考えられる。

いじめの防 止年のための組織は、最新のチェ のオ矩熊 が学校のック リス トを 7石 用 し、そ

実情に員Jし て適り,に1幾台ヒしているかをケとナ剪白(Jに点オサとし、必要に応 じて
「白:し を行 うぅ

(1)学校におオするチェックリス トを活サ||し 質r婢 1白 (〕 な点検

0)い じめ九l,ヶよセルフチェックシー ト【学校用】【教 i用 I(7)と 突旋 )

各学校における校内体制や教職員のいじめ対ナトiについてセルフチェックを行 う→

0) 「い じめσ) 重 ブく 推 の 謝報オJヽ 1 「寺!:|‐寸
^るガイ ドライン 1のチェックリス トをytt ll‖ した 、十た

Π寺力をらの lllllえ に関す る′1魚オ冷 (10)11疼加:)

1耐然 々 激≠下委 Lユ へ搬告 教育委し 卜!1 !ヽよ W EB 壽轟イⅢシ各 学校 で チ ェ ック リス トの

ステムにて Ⅲ1答を行 う.′

⑥ 守:見城甫∫立小 riば卜校  ヤヽ じめ 1呼ザと妨 I! σ)J文 り為とみ、状イケとチ ェック ジス |ヽ (1,と 実施 )

でチェ ク リス ク) ク) し 会ヘ
′

' は

の |ど li答の集計 び (2)～ (4)σ)十二十答 を行い、 2チ Iの い じめ tii!チ dt専門委員
才＼♯駐(■後、 教

古委片t会ホ―ムベージヘ回容結果を公表する.

3 学校におけるいじめの防止等に関する具体的な取り組み
(1)い じめの防止について

① いじめについての共通理解
いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点などについて、各種機

会を通して、平素から教職員全員の共通理解を図り、「いじめは絶対にゆるされない」

という雰囲気を学校で醸成するc

② いじめが生まれる背景と指導上の留意点
いじめの背景には、人間関係等のス トレスが関わつていることを踏まえ、児童生徒

がストレスに適切に対処できる力を育み、お互いを認め合える人間関係、学校風土を

つくる。

③ いじめを生まない態度・能力の育成
学校の教育活動全体を通して児童生徒の社会性を育み、他人の気持ちを共感的に理

解できるような豊かな情操を培い、自他の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重す

るような態度を養 う。

また、自他の意見の相違があっても、お互いを認め合いながら建設的に調整して解

決していける力などの児童生徒の円滑なコミュニケーション能力を育てる

④ 自己有用感や自己肯定感の育成
全ての児童生徒が、認められている、満たされているという思いを抱き、他者の役

に立っていると実感できるような学級経営、学校風土づくりに努め、児童生徒の自己

有用感を高めるよう努める。

また、児童生徒が様々な体験を通して困難な状況を乗り越え、自己肯定感を高めら

れるように指導 。支援する。

(2)い じめの早期発見について
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いじめは大人の目につきにくい時間や場所、ふざけあいなどを装うなど、大人が気づき

にくい形で行われることを認識し、ささいな兆候も、いじめではないかとの疑いを持って、

早い段階から複数の教職員で的確に関わるとともに、いじめを積極的に認知する。

日頃から児童生徒の見守りや信頼関係の構築に努め、児童生徒の示す変化や危【父信号を

見逃さないようアンテナを高く保ち、教職員相互が積極的に情報交換を行い、学校全体で

情報を共有する。

学校は、定期的なアンケー ト調査や教育相談の実施等により、児童生徒がいじめを訴え

やすい体制を整え、いじめの実態把握に努める∩その際、児童生行の個人情報についてl点、

対外的な取扱いの方針を明確にして適切に行う。

(3)い じめに対する措置について

いじめの発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに情報共有

を図り組織的に対応 し、被害児童を守り通すとともに、加害児童生徒に対しては、社会性

の向上、人格の成長に主眼を置き、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。

① いじめの発見・通報を受けた時の対応
いじめと疑われる行為を発見した場合、その場で行為を止める。

児童生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあつた場合には、真

摯に傾聴し、早い段階から的確に関わりを持ち、知らせてきた児童生徒の安全を確保

する。また、発見 。通報を受けた教職員は、一人で抱え込まず、
「いじめ防止等の対

策のための組織」に情報を提供し、組織が中心となつて事実の有無を確認 し、結果は、

校長が責任を持って、教育委員会、被害・加害児童生徒保護者へ連絡し、解決できる

ように努める。

② 警察との連携
学校や教育委員会が、いじめる児童生徒に対して必要な教育上の指導を行つている

にも関わらず、十分な効果を上げることが困難な場合において、いじめが犯罪行為と

して取り扱われるべきものと認められる場合には、所轄の警察署と相談して対処する。

また、いじめられている児童生徒や報告した児童生徒に対する仕返しが懸念される

場合は、保護する観点から、必要があれば警察に早めの相談を行い、被害者等の保護

対策を徹底する。

なお、児童生徒の生命、身体、又は財産に重大な被害が生じるおそれ (重大事態

への発展)があるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。

③ いじめられた児童生徒 (被害者)又はその保護者への支援
ア いじめられた児童生徒から事実関係の聴取を行 う際には、自尊感情を高めるよう

留意し、個人情報の取扱い等、プライバシーには十分に留意した対応を行 う。

イ 家庭訪問等により、迅速に保護者に事実関係を伝え、徹底して守り通すことや秘

密を守る事を伝えるなど不安の除去に努めるとともに、児童生徒の見守 りや落ち着

いて教育を受けられる環境を確保する。

ウ 状況に応 じて、心理や福祉等の専門家、警察官、教育経験者など外部専門家の協

力を得る。

工 いじめが解決したと思われる場合でも継続して十分な注意を払うとともに必要に
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応じて支援を行 う。また、事実関係のための聞き取りやアンケー ト等により判明し

た情報を適切に提供する。

④ いじめた児童生代 (加害者)への指導又はその保護者への助言
いじめた児童生徒からも事実関係の聴取を行い、複数の教職員が連携し、いじめを

やめさせ、自らの行為の責任を自覚させるとともに再発を防止する。

事実関係を聴取した際には、迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解や

納得を得た上、学校と保護者が連携して対応できるよう協力を求めるとともに、保護

者に対する継続的な助言を行う。

⑤ いじめが起きた集団 (観衆・傍観者)への働きかけ
いじめを見ていた児童生徒に対しても、自分の問題として捉えさせ、誰かに知らせ

る勇気を持たせる。

はやしたてるなどの行為は、いじめに加担する行為であることを理解させ、いじめ

は絶対に許されない行為であり、根絶しようという態度をいきわたらせる。

全ての児童生徒が、集団の一員として、お互いを尊重し、認め合う人間関係を構築

できるような集団づくりを進める。

⑥ ネット上でのいじめへの対応
学段lノ)1な持女‖十がドほく、 イ伐4吉 力`ヤ矢亥1化 しくう

~l

インターネッ卜11のいじめは、レiネ性ぺつ

予ヽ とい う4寺 4ツにを i訳↑識 >|リテ注邦1麻の iihf面 か ら抹「笑升thミイイする,りと疑生し こ抹rt′ て は 、

十1i搬モ ラル教 ″  す翻▼:ギ
'
させ イ ンタ― 家 ッ 禾 チH におけ|ヽ る リスク 序締′＼人

の西d慮につしヽて深 くコllれ早させる命発見した場合は、涼やかにブロバイダ
/、σ)削 除要詰

本fそ fう ととこ〉に ゎ学十,|:σ)耳た|ケ11こ ルト,く じ
~て
七とく矛舞 や讐察署 ル市携 し、市 t刀 な 1昔 を講 じるぃ

⑦ 不4校 との関連性
い じめは、不イ|オ李(ノジヤ蓼オ食I"ノ、|,)‐

ン)であり、い じめのυJ IIと対策は不本校 1胴恕の解

立災に 4(百「うヽ(オ食 華 である い じめによつて Vitどむ ミII:な奄 ィ舌ノl´ょることカミ1木1期t 方£利 プリ 生 と

り、不李校にM今 る事態 防ぐことを重視するし

い じめが好 オ9 1ギ |たと
「
ナ、る ヽ~〔
々
ケヤ ま /1く ン、(ア) イト

"と

,P来 タガ、t た め ヤ
~lミ
FiFiイ′′ヽヘ賠ブ,〈 '

休 )「ti束 に )任で し スクールカウンセ フ ― や ス ク‐―ル ソ 凍 や /フ` イヽこン ャルワーカー と

し 段
サ
ごク) か を実施す

合には、教育センター、児

ぬ σ) が

竜相談所な どの

(アウliサG

難な場合や、より専 114的な文援が必要な場

学校外機関と速やかに :耳f枕 し、児駐4-i徒 への継結角くぢかつ包括的な文揺 を ff好 じる.

第 4章 重大事態への対処

k大手すまへの対)ヽドにあたつては、文部不J→々 が長新に改言「した『いじめの「「1大 事態の訓

査に関するガイ ドライン (イ芋み16 イli 8 )]遡筵i丁 ),4 1こ
'よ

/)き 、 十`た時からα)備 えを徹底す ると

サミl本白勺にイ攻、 がデ」、したチェ ックジス トを活用 し、学校や教育参員会の組織体 1行」が進切に

I幾能しているかを定期角勺に 司
~る
ぅ

1 重大事態の発生 と調査

(1)重大事態の意味
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① 生命、心身又は財産に重大な被害が生じた場合 (第 1号重大事態)
ア 児童生徒が自殺を企図した場合
イ 身体に重大な障害を負った場合
ウ 金品等に重大な被害を被った場合
工 精神性の疾患を発症した場合
② 相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている場合 (第 2号重大事態)
不登校の定義を踏まえ、年間 30日 を目安とするが、児童生徒が一定期間連続して

欠席しているような場合も教育委員会又は学校の判断で重大事態と認識する。

③ その他の場合
児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあった場合。

(2)重大事態の報告

学校は、重大事態と思われる案件が発生した場合には直ちに教育委員会に報告する。(様

式 1)報告を受けた教育委員会は重大事態と判断した場合は市長に報告する。

(3)調査の主体

教育委員会は、学校からの報告を受けた際、その事業の調査を行う主体やどのような調

査組織とするか判断する。

学校が主体となつて調査を行 う場合は教育委員会は必要な指導、人的措置等の適切な支

援を行う。

学校主体の調査においては、重大事態の対処及び同種の事案の発生の防止に必ずしも十

分な結果が得られないと判断した場合や学校の教育活動に支障が生じる恐れがあると判断

した場合は教育委員会が主体となつて調査を行 う。

(4)調査を行 うための組織

教育委員会又は学校は、その事案が重大事態であると判断したときは、当該重大事態に

係る調査を行うため、速やかにその下に組織を設ける。

教育委員会が調査を行 う際には、いじめ問題専門委員会を招集し、これが調査に当たる。

いじめ問題専 参 員会には、弁譜 士、 1年子4“ 医、学識経瞼者など、専 llll 知識や経験を

右す る第 二者のか 加 を ,「音木飯白勺に 1支|り 、 公二十た1凹i ヽ アィ

チ
/1E をイ昨保 派)~る …生と

Iに、 茶与
lli号慈111 こお い

ては、とくなつたケi弦生徒の尊厳をイ木持 しつつ、漬族の心情に 十分
Tl_ォこした背貴調査を行

セヽ、 「手ぢ日lブデ!li夕持の策 鴬rに 繋 げ る A

(5)事実関係を明確にするための調査の実施

この調査は、重大事態に至る要因となつたい じめ行為がいつ (いつ頃から)、 誰から行

われ、どのような態様であったか、い じめを生んだ背景事情、児童生徒の人間関係にどの

ような問題があつたか、学校・教職員がどのように対応 したかなどの事実関係を可能な限

り網羅的に明確にするものである。この際、因果関係の特定を急 ぐ
べきではなく、客観的

な事実関係を速やかに調査することが必要である。

この調査は、民事、刑事上の責任追及やその他の争訟等
への対応を直接の目的とするも
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のでないことは言うまでもなく、学校と教育委員会が事実に向き合うことで、当該事態
ヘ

の対処や同種の事態の発生防止を図るものである。

教育委員会・学校自身が、たとえ不都合なことがあつたとしても、事実にしつかりと向

き合おうとする姿勢が重要である。教育委員会又は学校は、付属機関等に対して積極的に

資料を提供するとともに、調査結果を重んじ、主体的に再発防止に取り組む。

(6)その他留意事項

重大事態が発生した場合に、関係のあつた児童生徒が深く傷つき、学校全体の児童生徒

や保護者や地域にも不安や動揺が広がったり、時には事実に基づかない風評等が流れたり

する場合もあると考えられる。よつて、教育委員会及び学校は、児童生徒や保護者
への心

のケアと落ち着いた学校生活を取り戻すための支援に努めるとともに、窓口を一本化し、

予断のない一貫した情報発信や個人のプライバシー等への配慮に留意する。

(7)調査結果の提供及び報告

① 調査結果の報告
調査結果について、学校は教育委員会に報告し、教育委員会は市長に報告する。

② いじめを受けた児童生徒及び保護者に対する情報の提供
教育委員会又は学校は、いじめを受けた児童生徒やその保護者に対して、事実関係

等その他の必要な情報を提供する責任を有することを踏まえ、調査により日月らかにな

った事実関係について、いじめを受けた児童生徒やその保護者に対して納得いくよう

説明する。

情報を提供する際は、他の児童生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の

個人情報に十分配慮する。ただし、いたずらに個人情報保護を盾に説明を怠ることが

あってはならない。

質問紙調査に先立ち、調査結果については、いじめられた児童生徒又はその保護者

に説明する等の措置が必要である。

学校が調査を行 う場合においては、教育委員会は、情報提供の内容・方法・時期な

どについて必要な指導又は支援を行う。

2 調査結果の報告を受けた市長による再調査の及び措置
(1)再調査

重大事態の報告を受けた市長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と

同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、いじめ防止対策推進法第 28

条第 1項の規定にる調査の結果について調査 (以下「再調査」)を行 う。

(2)再調査を行う機関の設置

再調査を実施する機関については、条例により豊見城市いじめ問題対策調査委員会 (仮

称)を設置する。

当該委員会の構成員は、弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家等の専門

的知識及び経験を有する者 とする。当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の

-9-



利害関係を有する者でない者 (第二者)と し、当該調査の公平性・中立性を図る。

(3)再調査の結果を踏まえた措置等

市長は再調査の結果を議会に報告する。議会へ報告する内容については、個々の事案の

内容に応じ、市において適切に設定し、個人のプライバシーに対しては必要な配慮を確保

する。

市長及び教育委員会は、再調査の結果を踏まえ、当該調査に係る重大事態への対処又は

当該重大事態と同様の事態の発生防止のための必要な措置を講ずる。

3 重大事態対応フロー図

警 察
豊ノロL城市いじめP口弩題

対策連絡協議会

相談 。通報
報告 (様式 1)

連携

豊見城市長

報告

調査の指示と指導 。支援

【学校が調査主体の場合】

当該学校の

いじめ防止委員会

豊見城市教育委員会
発生状況 。対応報告

調査主体を判断

調査結果の報告

豊見城市教育委員会

調査結果の報告

豊見城市長

調査の指示

【教育委員会が調査主体の場合】

豊見城市

いじめ問題専門委員会

児童生徒

保護者

児童生徒

保護者

議
△

ボ

豊見城市長
再調査の必要があると認めた場合

再調査の指示

豊見城市いじめ問題対策調査委員会 (仮称 )

再調査の結果報告

児童生徒

保護者

重大事態発生

学 校
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第 5章 いじめ防止基本方針の改定に関する事項

本市は、文部科学省、沖縄県教育委員会等の指針等の改定
。通知等を踏まえ必要がある

と認められるときは、豊見城市いじめ防止基本方針の改定等適切な措置を講ずる。

学校においては、文部科学省、沖縄県教育委員会等の指針、豊見城市いじめ防止基本方

針等を踏まえ必要があると認められるときは、いじめ防止基本方針の見直し等適切な措置

を講ずる。

第 6章 その他 (様式・通知・依頼)等

(1)様式 1(い じめに係る報告 )
(2)「市いじめアンケー ト」保管及び廃棄について (通知 )

(3)「いじめアンケー ト」等に係る保管及び廃棄について (通知 )

(4)市いじめアンケー ト 「安心してすごせる学校をめざして」の実施等につい (依頼)
(5)各校の「いじめ防止基本方釜拘 に基づくいじめ防止委員会の取組状況報告ついて (依頼)

(6)豊見城市いじめ防止基本方針に示されているいじめ防止のために実施する施策に
ついての取組状況調査について (依頼 )

…
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